
幼児教育・保育の無償化に伴う地方負担の軽減及び

その質の確保・向上を求める意見書

幼児教育・保育の無償化は、子育て世代の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てる

環境を整えるとともに、未来を担う子供たちの人格形成の基礎が培われる幼児期に質の

高い教育・保育を保障することを目指す重要な取組である。

この取組に係る財政措置等の総額について、国は年間約７，７６４億円と試算してい

るが、その地方負担について、全国市長会は国が恒久的に全額負担するよう主張したと

ころ、最終的に、初年度の半年間は全額国費とし、２０２０年以降についても市町村の

負担が軽くなるよう見直しを行うこととした。

また、幼児教育・保育の質の確保について国と地方三団体等との協議が始まっている

が、経過措置として無償化の対象となる認可外保育施設などについて、市町村が条例で

対象範囲を限定する手法を検討するなど、運用面での課題も残る。

よって、国においては、地方自治体と十分協議しながら、引き続き地方自治体の負担

軽減を図るとともに、幼児教育・保育の質の確保・向上を図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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